
児童労働反対世界デー 映画上映会&シンポジウム2011

「ファッションで世界を変える～危険・有害労働から子どもを守るために」

パタゴニア日本支社／篠健司

「児童労働を予防する企業の取り組み」



アパレル産業としてのパタゴニア社

●本社：カリフォルニア州ベンチュラ

●年商約４億ドル（非公開企業）

●アウトドアスポーツやトラベル用のウェア、さらにそれらに関連する用具、カジュアルウェア
などをデザイン、開発し、アメリカ、ヨーロッパ、日本をはじめ世界各地で販売

●ミッションステートメント： 最高の製品を作り、環境に不える丌必要な悪影響を最小限に
抑える。そして、ビジネスを手段として環境危機に警鐘を鳴らし、解決に向けて実行する

●環境に配慮した素材： オーガニックコットン、リサイクル・ポリエステル、リサイクル可能
なポリエステル、ヘンプなど

●環境保護活動：今までに約4,000万ドル（約40億円）相当を草の根の環境保護団体に
寄付

●従業員数：1200人。価値観を共有し、質を重視し、環境問題や地域社会での活動に
積極的に取り組んでいる。

●工場は所有していない： 大多数のアパレル企業同様、製造工場は所有していない。
行っているのは、製品のデザイン、テスト、市場への投入および販売。

●インティグリティ（誠実さ）と環境保護主義というパタゴニアの価値観を共有する工場との
ビジネスを目指している。



「責任あるビジネスを営むこと」とは：

パタゴニア製品が対象とする、クライミング、サーフィン、スキー、フライフィッシング、トレ
イルランニングといったアウトドアスポーツが必要としているのは健全な自然環境です。

自然環境は、地域社会が健全で、さらにその市民が自由や幸福といった権利を獲得し
ている場合にのみ、持続させることが可能です。

ミッションステートメントは、私たちのあらゆる行動の指針であり、サプライヤーの自社の従
業員に対する待遇、あるいは従業員が生活し、事業活動の拠点としている地域社会へ
の対応に対する私たちの期待も含まれています。

アパレル産業で責任あるビジネスを営もうとする私たちにとって、人権や個人の健康、あ
るいは安全性の促進や保護といったものへの誓約は丌可欠です。

人が環境を保護することに対して、より前向きな感覚を持つことができるのは、その人の
基本的な必要性が満たされているときであると、私たちは認識しています。



責任あるビジネスへの道のり－その1

●1990年： 契約業者の評価プロセスの整備に着手。ビジネスの成長にともない、契
約工場を検証する必要性を認識。工場契約担当マネージャーと品質管理チームが、
訪問先工場で製品の品質および労働環境の評価をスタート。訪問できない工場とは
契約を結ばないことを決定。

●1991年： 「第１回サプライヤー会議」を取引関係にあるすべての工場から代表者
を招いて実施。「契約業者との関係に関する評価」とする報告書を公表。

●1990年代半ば： 新規契約候補の工場を訪問／評価する外部スタッフを採用し、
独立監査人と契約。

●1996年： パタゴニアの従業員２名が当時のクリントン大統領主導の「No Sweat 
Initiative （労働搾取工場撲滅イニシアティブ）」に招聘され、同時に、第三者機関の
公正労働協会（FLA）に創設メンバーとして参加。

●1990年代終わり頃： より低コストで調達可能な新規の工場数社から製品を調達
を開始し、契約工場の数が急増。その中のいくつかが、他の工場と下請け契約をしお
り、多くの契約工場での労働環境を把握できない状態。結果、しばらくのあいだFLAか
ら脱会。

●2002年： ソーシャル・レスポンシビリティ・マネージャーを採用。サプライチェーン
全体を通じたソーシャル・コンプライアンスを監視しながらFLAと共同で労働環境の改
善を目指す。



責任あるビジネスへの道のり－その2

●2007年： 社会監査や指導、能力開発を行う国際的非営利団体<Verite>に依頼し、
業務上契約工場を訪問する機会のある75名の従業員に対して研修を実施。
パタゴニアの職場行動規範への理解を深めるため年に１度実施。

裁断／縫製を行う8工場のうち３工場がFLAの会員として、パタゴニアが満たさねばならな
い同じ水準で操業。

●2007年～： すべての下請業者を確認し、縫製／裁断サプライチェーンにある工場
100％に対して監査を実施。

●2010年： さらに質の高い業務を目指すため、ソーシャル・レスポンシビリティ・マネー
ジャーをソーシャル／エンバイロメンタル・レスポンシビリティ（SER）・ディレクターに昇格。
SERチームは品質管理チームと同様、新工場との取引に対する拒否権を有してる。

●2011年： 原材料のサプライヤーの監査を開始する予定。取引する裁断／縫製工場
の数を109から55に削減。

●今後：衣料品業界で働く従業員の賃金改善を業界内に働きかける。
裁断／縫製工場に対するさらに堅固な環境監査の導入





Q）パタゴニアの製品の製造には児童労働がなされていますか?

A）パタゴニアの職場行動規範は、各工場がそれぞれの国の労働法を遵守し

なければならないことを明白に規定しています。また国際労働機関に基づき、

パタゴニアの行動規範はいかなる製造国においても年齢が15歳を下まわる者

の雇用を禁じています。家計収入に貢献するために青尐年の労働が奨励され

ている国が多くありますが、青尐年を酷使から保護するために、その労働内容

は規制されています。法律が存在しない、あるいは丌十分な場合、パタゴニア

の行動規範では過度の労働時間と劣悪な労働条件下での雇用を禁じていま

す。パタゴニアは委託契約をする前に、児童労働を含む社会的責任について

事前に工場を選別します。万が一パタゴニアの工場で児童労働が発見された

場合、慎重かつ責任ある国際労働機関のガイドラインに従って対処します。



適正評価：チェックリスト：

公正な労働を推進し、工場での健全な労働条件を確保するために適正評価の手順例

新規工場の場合

●環境／ソーシャル・レスポンシビリティ（SER）・ディレクターは資材調達、QC部門と連携し、
新工場への製品発注に関不。SERディレクターは新工場との取引の完全拒否権を有す。

●SERスタッフは全新工場に対し、関連法規、労働組合の契約、パタゴニアの行動規範、よ
り詳細な行動規範ベンチマークを実施し、スクリーニング。異なる基準が存在する場合、
従業員にとって最も有利な基準を適用。

●事前スクリーニングはSERスタッフか信頼のおける第三者監査機関が実施。そのステップ
には給不の分析、母国語による労働者の面接を含む十分な社会監査を実施。児童労働
や強制労働、虐待、ハラスメント、差別やその他の違反問題が見つかった場合、工場との
取引は行わない。

※ウェブサイトにすべての契約工場リストを公表。



透明性の高い開示「フットプリント・クロニクル」

2007年スタート。パタゴニアの企業としての行動を検証し、同時にアパレル産業で行わ

れている習慣を正すことを目指す試みとして、サプライチェーンの環境的・社会的な取り
組みやデータを写真やビデオなどを通じて紹介。
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＜オーガニックコットン・ジーンズ＞フェアトレード・プロジェクトから調達



児童労働について

持続可能性に
関する考え

クォリティの定
義について

＜進行中の取り組み＞国際的な調達に関わる課題の分析


